
【参考１】

　各事業の詳細については、医療施設等施設整備費補助金交付要綱や医療提供体制施設整備交付金交付要綱

等を確認すること。

1 1-1 休日夜間急患センター施設整備事業 〇 〇

2 1-2 病院群輪番制病院及び共同利用型病院施設整備 〇 〇

3 1-3 救急ヘリポート施設整備事業 〇 〇

4 1-4 救命救急センター施設整備事業 〇 〇

5 1-5 小児救急医療拠点病院施設整備事業 〇 〇

6 1-6 小児初期救急センター施設整備事業 〇 〇

7 1-7 小児集中治療室施設整備事業 〇 〇

8 1-8 小児医療施設施設整備事業 〇 〇

9 1-9 周産期医療施設施設整備事業 〇 〇

10 1-10 地域療育支援施設施設整備事業 〇 〇

11 1-11 共同利用施設施設整備事業 〇 〇

12 1-12 医療施設近代化施設整備事業 〇 〇

13 1-13 不足病床地区病院施設整備事業 〇 H30

14 1-14 基幹災害拠点病院施設整備事業 〇 〇

15 1-15 地域災害拠点病院施設整備事業 〇 〇

16 1-16 院内助産所・助産師外来施設整備事業 〇 H26

17 1-17 がん診療施設施設整備事業 〇 H26

18 1-18 医学的リハビリテーション施設施設整備事業 〇 H26

19 1-19 腎移植施設施設整備事業 〇 〇

20 1-20 特殊病室施設整備事業 〇 〇

21 1-21 肝移植施設施設整備事業 〇 〇

22 1-22 治験施設施設整備事業 〇 〇

23 2-1 病児・病後児保育施設施設整備事業 〇 H30

24 2-2 地震防災対策医療施設耐震整備事業 〇 H30

25 2-3 医療施設等耐震整備事業 〇 〇

26 2-3 アスベスト除去等整備事業 〇 〇

27 2-5 看護師勤務環境改善施設整備事業 〇 H26

28 2-6 看護師宿舎施設整備事業 〇 H26

29 2-7 病院内保育所施設整備事業 〇 H26

30 2-8 院内感染対策施設整備事業 〇 〇

31 2-9 医療機器管理室施設整備事業 〇 〇

32 2-10 地球温暖化対策施設整備事業 〇 〇

33 3-1 内視鏡訓練施設施設整備事業 〇 H30

34 3-2 看護師等養成所施設整備事業 〇 H26

35 3-3 看護師養成所修業年限延長施設整備事業 〇 H26

36 3-4 看護教員養成講習会施設整備事業 〇 H26

37 3-5 歯科衛生士養成所施設整備事業 〇 H26

38 4-1 へき地診療所施設整備事業 〇 〇

39 4-2 過疎地域等特定診療所施設整備事業 〇 〇

40 4-3 へき地保健指導所施設整備事業 〇 〇

41 4-4 研修医のための研修施設整備事業 〇 〇

42 4-5 臨床研修病院施設整備事業 〇 〇

43 4-6 へき地医療拠点病院施設整備事業 〇 〇
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44 4-7 医師臨床研修病院研修医環境整備事業 〇 〇

45 4-8 離島等患者宿泊施設施設整備事業 〇 〇

46 4-9 産科医療機関施設整備事業 〇 〇

47 4-10 死亡時画像診断システム施設整備事業 〇 〇

48 5 一般病床の施設整備事業 〇

49 - ヘリポート周辺施設施設整備事業 〇

50 - 災害拠点精神科病院施設整備事業 〇

51 - 特定地域病院施設整備事業 〇

52 - 医療施設土砂災害防止施設整備事業 〇

53 -
南海トラフ地震及び日本海溝・千島海溝周辺海

溝型地震に係る津波対策緊急事業（※）
〇

54 - 看護師の特定行為に係る指定研修機関等施設整 〇

55 - 地域拠点歯科診療所施設整備事業 〇

56 - 非常用自家発電設備及び給水設備整備事業 〇

57 - 医療施設浸水対策事業 〇

58 - 分娩取扱施設施設整備事業 〇

59 - 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業 〇

60 -
南海トラフ地震及び日本海溝・千島海溝周辺海

溝型地震に係る津波対策緊急事業（※）
〇

61 - 医療施設ブロック塀改修等施設整備事業 〇

62 -
新興感染症対応力強化事業（協定締結医療機関

施設整備事業）
〇

63 -
重点医師偏在対策支援区域における診療所の承

継・開業支援事業
〇

※　番号53と60は事業名は同じだが補助対象が異なる。
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